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風しん対策の意向調査の実施について（協力依頼） 

 

 平素より、厚生労働行政につきまして、格別の御配慮を賜り厚く御礼申し上げ

ます。 

風しんの追加的対策の実施率の向上策については、別添通知のとおり、協力を

依頼しました。別添通知の１．（２）に記載する風しん対策の意向調査を、別紙

のとおり、実施しますので御対応いただきますようお願いいたします。 

 

 

  

衛生主管部（局）長 御中 



別 紙 

風しん対策の意識調査の実施要領 
 

１．目的 

 大規模事業場の風しん担当責任者や産業医に対して、風しん対策の必要性

に対する認識や今後の対応の意向を調査することで、実施率の向上に向けた

基礎情報を収集すること。 
 

２．調査対象 

常用雇用者が 1,000 人以上の大規模事業場の風しん担当責任者※及び産業医 

※ 健診担当責任者、総括安全衛生管理者、総務部長、厚生部長、人事部長 等。

未定の場合は健診担当責任者 
 

３．調査スケジュール 

初回調査  2020 年 2 月上旬に調査票を配布。2 月末に〆切り。 

⇒３月１０日までに厚生労働省に調査結果を報告すること。 

 （報告様式は 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000116890_00019.html

に掲載） 

２回目調査 2020 年 5 月上旬に調査票を配布。5 月末に〆切り。 

 ⇒６月１０日までに厚生労働省に調査結果を報告すること。 

 （報告様式は 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000116890_00019.html

に掲載） 
 

４．送付資料 

 ・導入資料  ・導入資料 漫画『コウノドリ』  

 ・調査票 
 

５．回答方法 

 ① https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000116890_00019.html の

回答用の電子用紙（エクセル）に必要事項を記載いただく。 

 ② https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000116890_00019.html の

回答先自治体リストから、御事業場の所在地の自治体の 

メールアドレスを選択し、①の回答用紙をメールに添付して送信。 

 ③ メールの件名は、「風しん意向調査（初回）【事業場名】」としてください。 

   例えば、厚生労働省の場合、件名：風しん意向調査（初回）【厚生労働省】 

 
 



６．その他 

 ① 初回調査の調査票等の送付については、厚生労働省から調査対象に直接

送付。 

 ② ２月中旬以降、可能な範囲で対面、電話等でアンケートの回収に努めること。 

③ 回答内容に不明な点があった場合等、希望しない事業場を除いて、可能な限

り照会した上で、厚生労働省に報告すること。 


